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公益社団法人日本金属学会 代議員選挙規程 

 

（総則） 

第１条 代議員の選挙に関しては、「公益社団法人日本金属学会定款」および「公益社団法人日本

金属学会細則」の規定に基づくほかは、この規程による。 

 

（選挙管理委員会の設置） 

第２条 代議員の選挙を行うため、代議員選挙管理委員会（以下選挙管理委員会という）を設置

する。 

 ２選挙管理委員会の委員長及び委員は、正員の中から、会告により応募した者で、特別な利害

関係を有しない者から選任する。ただし定数に満たなかった場合又は応募がなかった場合は、

当該代議員選挙に立候補しない理事のうちから選任することができる。 

 ３委員の定数は、委員長を含め３名以内とする。委員の応募者が定員を超えた場合は、年長の

順に、年令が同じ場合は会員歴の長い順に３名をとる。 

 ４事務局は事務局長及び庶務担当者とする。 

 

（地区別選挙並びに定員及び選挙数） 

第３条 代議員選挙は、地区別及び本部枠で行う。 

 ２各地区の定員の端数処理は、細則第３条第２項に定める通りとする。 

 

（代議員候補者の資格） 

第４条 候補者の資格は次による。 

(1) この選挙が実施される年度の正会員の会費を納入した正会員及び維持員から指名された

正会員であること。 

  (2)地区別の選挙では、所属地区以外の地区の候補者になることはできない。 

  (3)本部枠の候補者は、維持員から指名された正員であること。 

  (4)自ら立候補する者であること。 

 

（選挙に係る会告） 

第５条 この法人は、会報に選挙管理委員会の委員長及び委員の募集を会告する。 

２選挙管理委員会は、会報に代議員候補者の募集を会告する。 

 

（候補者の募集及び受付） 

第６条 代議員候補者は、立候補を選挙管理委員会に文書で期日までに届け出るものとする。 

 ２前項において、候補者はこの法人の正会員を代理人として届けることができる。 

 ３立候補受付開始以降に、選挙管理委員会に立候補届出の文書が到着した順を、立候補受付順

とする。 

 

（投票方法） 

第７条 選挙管理委員会は、前項によって届け出られた候補者を立候補受付順に記載した候補者 

一覧を作成し、投票フォームに記載する。 

２投票は電磁的方法を使用し、選挙管理委員会に送信することによって行う。 

 

（選挙の開票） 

第８条 次の各号の一に該当する投票は無効である。 

  (1)所定の投票フォームから投票していないもの。 

  (2)地区別および本部枠の選挙定数に過不足のある投票、ただし候補者数が選挙定員数に満た

ない地区は除く。 

    (3)当該地区および本部枠の立候補者以外の候補者を記載したもの 

  (4)期日までに投票しなかったもの 

 ２代議員選挙は、投票数に係らず、有効とみなす。 



 2

 ３地区および本部枠の候補者数が、地区および本部枠の選挙定員以下の場合は、当該の地区お

よび本部枠の投票は行わず、全ての候補者を選任する。 

 ４各地区および本部枠の得票上位の者から順に選挙定員までをとり、次点者を各地区および本

部枠の補欠とする。 

 ５前項において同得票者が複数の場合は、会員歴の長い者を取り、会員歴も同じ場合は年長者

をとる。 

 ６選挙の開票に係る疑義は、選挙管理委員会で協議する。 

 

（選挙の確定） 

第９条 選挙結果は、社員総会での報告をもって確定する。 

 

（選挙結果の会告） 

第 10 条 選挙結果は、社員総会で報告後、この法人の会報に会告しなければならない。 

 

（選挙管理委員会の関与） 

第 11 条 この規程に疑義が生じた場合は、選挙管理委員会で協議する。 

 

（規程の改廃） 

第 12 条  この規程を改廃する場合は、理事会の決議を要する。 

 

（運用の定め） 

第 13 条 この規程の運用に必要な事項は、理事会の決議により別に定めることができる。 

附則 

１．平成２３年８月１０日 制定（第８７２回理事会決議） 

２．平成２３年９月３０日 承認（平成２３年第１回臨時社員総会決議） 

             施行は公益社団法人移行時とする。 

３．平成２４年２月７日  改訂（第８７５回理事会決議）選挙の開票の定めの追加 

４．平成２４年１０月５日 一部改訂（第８８１回理事会決議及び平成２４年度第１回臨時社員

総会決議）                    第１条改訂 

５．平成２５年３月１日  一部改訂（第８８４回理事会決議）法人名称の改訂 

６．平成２５年８月２３日 一部改訂（第８８８回理事会決議）第３条及び第４条の改訂 

７．平成２６年６月８日 一部改訂（第９０８回理事会決議）本部枠代議員の追加 

８．平成２６年１０月６日 一部改訂（第９１０回理事会決議）条文に本部枠代議員を追加 

９．2019 年 8月 5日一部改訂，2020 年度 4月 24 日施行（第 930 回理事会決議）第 3条の改訂 

10．2022 年 8月 2日 一部改訂（第９５１回理事会決議） 投票方法の変更等 

11．2023 年 10 月 5日 一部改訂（第９５９回理事会決議） 第７条、８条の改訂 




